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国

環境基本法

第5次環境基本計画

岡山県環境基本条例

岡山県

環境基本計画
（エコビジョン2040）

〈最上位計画〉

第3次晴れの国おかやま

生き活きプラン

●地球温暖化対策計画

●気候変動適応計画

●循環型社会形成推進基本計画

●生物多様性国家戦略　など

●地域の実情に応じた

　環境保全に関する取組を実施

市町村

岡山県

第3条

環境の保全は、（中略）現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が

将来にわたって維持されるように適切に行わなければならない。

第7条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会

的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

環境基本法

１ 計画の目的と位置づけ 2 計画の期間 3 計画の構成

第１章 基本的事項 

１ 世界の情勢と課題 ２ 国内の現状と課題 ３ 県内の現状と課題

第２章 環境を取り巻く情勢と課題 

2 目指す姿の具体的なイメージ

1 目指す将来の姿　「より良い環境に恵まれた持続可能な社会」～ 山から海まで 豊かな岡山を 次世代へ ～  

第３章 目指す姿 

基本目標

横断的な視点

Ⅰ  気候変動対策(緩和・適応)の推進 Ⅱ  循環型社会の形成

Ⅲ 安全・安心な生活環境の保全と創出 Ⅳ 自然と共生した社会の形成

Ⅰ  環境の未来を支える担い手づくり Ⅱ  環境の未来を創る経済振興

第４章 具体的な取組 

 １ 推進体制 ２ 取組の内容に応じた実施方法等の工夫

第５章 計画の進め方 

計画の位置づけ・構成　

第２章

環境を取り巻く

情勢と課題



国 連の気 候 変 動に関する政 府 間 パネル
（IPCC）* の「 第５次 評 価 報 告 書（ 平 成 2 6
（2014）年）」によると、気候システムの温暖化
には疑う余地がなく、また、人為起源の発生源
の二酸化炭素*累積排出量と世界平均気温の
変化量の間に、ほぼ比例関係があることが明
らかになっています。 

これを踏まえ、国連気候変動枠組条約第21 
回締約国会議（COP*21）において「パリ協定*」
が採択され、国際的な気候変動への対応とし
て、世界全体の平均気温の上昇を産業革命以
前に比べて２℃より十分下方に抑えるとともに 
1.5℃に抑える努力を追求すること、このため
に今世紀後半に人為的な温室効果ガス排出の
実質ゼロ*を目指すこと、とされました。 

　各国は、「パリ協定」に基づき、それぞれ排出
量削減の目標を掲げ、令和２（2020）年からは
本格的な運用の段階に入っていますが、目標
である「２℃未満、可能な限り1.5℃」の目標を
達成するためには、すべての国のより一層の
削減努力が必要とされており、令和３（2021）
年開催予定のCOP26*では、各国の取組の状
況や削減目標の見直しなど、活発な議論が交
わされる見込みです。 
　また、新型コロナウイルス感染症の発生・拡
大は、世界中の人々の生活や経済活動に大き
な影響を及ぼすところとなっており、今後、気
候変動対策をはじめとする環境対策を進めて
いくに当たっては、そうした影響や変化を踏ま
えることも必要です。 

（１）気候変動

　地球環境の変化や無秩序な開発により、生
物多様性が失われつつあり、この状況がこの
まま続けば、それに伴う広範な生態系サービ
ス（人々が生態系から得ることができる食料、
水、気候の安定などの様々な便益）の低下が
生じる可能性が高いと指摘されています。 
　こうした現状に鑑み、平成22（2010）年10 
月に愛知県で開催された生物多様性条約*第 
10回締約国会議（COP10）において、「生物多
様性戦略計画2011-2020*及び愛知目標*」が
採択され、その中で、令和32（2050）年までの
長期目標（Vision）として「自然と共生する世
界」の実現が、また令和２（2020）年までの短
期目標（Mission）として「生物多様性の損失
を止めるための効果的かつ緊急な行動の実

施」が、それぞれ掲げられました。 
　併せて、この短期目標を達成するため、５つ
の戦略目標と、その下に位置づけられる平成 
27（2015）年又は令和２（2020）年までの20 
の個別目標（愛知目標）が定められ、各国にお
いて取組が進められていますが、現状では目
標の達成は厳しく、令和３（2021）年に開催予
定のCOP15*では、そうした状況も踏まえ、愛
知目標の最終評価とともに、新たな生物多様
性枠組が採択される見込みです。 

（２）生物多様性*の低下
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IPCCは、平成30（2018）年10月、「1.5℃特別報告書」＊を公表しています。
＊気候変動に関連する特定のテーマに対して、科学的・技術的な評価を行うもの。 
  「パリ協定」を背景に、国連気候変動枠組条約の要請を受け、作成・報告された。 

その報告書の主なポイントは、次のとおりです。 

●気候変動は、既に世界中の人々、生態系*及び生計に影響を与えている。

・工業化以降、人間活動は約１℃の地球温暖化をもたらしている。
・現在の進行速度では、地球温暖化は2030～2050年に1.5℃に達する。

●地球温暖化を1.5℃に抑制することは不可能ではない。

　しかし、社会のあらゆる側面において前例のない移行が必要である。

・CO2排出量が2030年までに45％削減され、2050年頃には正味ゼロに達する
必要がある。

・メタンなどのCO2以外の排出量も大幅に削減される必要がある。 

世 界 気 象 機 関（ W M O ）*は 、
2 0 2 0 年 の 世 界 平 均 気 温 が 、
1850年～1900年の気温を1.2

（±0.1）℃上回り、14.9℃になっ
たと発表しました。これは、2016
年、2019年と並び、観測史上最
も高いということです。

地球温暖化の現状

世界の平均気温 

第2 章

環境を取り巻く

情勢と課題

世界の情勢と課題1

世界の情勢と課題1

～地球規模の課題・世界的な環境問題と対策への動き～

温室効果ガス世界資料センター
（WDCGG）*の解析による令和
元（2019）年の世界の平均濃度
は、前年と比べて2.6ppm*増え
て410.5ppmとなっており、工業
化（1750年）以前の平均的な値と
される278ppmと比べて、48%
増加しています。 

世界の二酸化炭素濃度 
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地球全体の二酸化炭素の経年変化

出典：気象庁資料

出典：気象庁資料

世界の年平均気温偏差の経年変化

「*」の用語は、参考資料：用語集（P82～P97）で詳しく解説しています。
第2章では、関係各府省のホームページ、その他国の機関の図書・データを参考としています。
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　SDGs（持続可能な開発目標）は、平成13
（2001）年に策定されたミレニアム開発目標
（MDGs）の後継として、平成27（2015）年９
月の国連サミットで採択された「持続可能な開
発のための2030アジェンダ」に記載されてい
る“2030年までに持続可能でよりよい世界を
目指す”国際目標です。 
　SDGsは、「気候変動（気候変動及びその影
響を軽減するための緊急対策を講じる）」など 
17の目標（ゴール）と169のターゲットから構

成され、「誰一人取り残さない」ことを誓ってい
ます 。そして 、目 標 の 達 成 に 向 け 、令 和２

（2020）年１月には「SDGs達成のための10 
年」がスタートしました。 
　こうしたSDGsの考えは、各国の企業経営
者や若者など幅広い層に広がりつつあり、こ
れに伴い、環境問題への関心や環境配慮の意
識が一層高まり、各主体による積極的な取組
へとつながることも期待されるところとなって
います。 

（４）ＳＤＧｓ－国際社会の普遍的な目標－
異なる生物種群の
現在の世界的な
絶滅リスク

A

評価対象の生物種のうち高い割合で絶滅危惧種であり、傾向は全体的に悪化していて、絶滅速度は過去１００年間で急上昇している。
　 国際自然保護連合（IUCN）作成の絶滅のおそれのある種のレッドリスト（レッドリスト：Red List of Threatened Species）に記載されている絶滅危惧種が各分類群の中で占める
割合。総合評価、標本（サンプル）評価、一部の選択的な評価の３通りのいずれかで評価した結果。情報不足の種の絶滅リスクは情報がある種と同程度と仮定して、絶滅危惧種の割合
の最良推定値（青色の縦線）の小さい分類群から順に記載。　１５００年以降の脊椎動物の絶滅種の割合。爬虫類と魚類の割合は全種評価に基づくものではない。　 IUCNレッドリス
ト評価が２回以上行われた分類群の種の生存に関するレッドリスト指標（Red List Index）。全種が低懸念（Least Concern）区分の場合の値が１、全種が絶滅（Extinct）区分の場合の
値が０。 出典：IPBESの地球規模評価報告書 政策決定者向け要約より岡山県作成
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世界の情勢と課題1

　マイクロプラスチック*などの海ごみによる
海洋汚染の問題が国際的な課題となる中、令
和元（2019）年６月に開催されたG20*大阪サ
ミットにおいて、海洋プラスチックごみによる
新たな汚染を令和 32（2050）年までにゼロに
することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビ
ジョン」が関係各国の間で共有されました。
　また、これと併せて、平成29（2017）年の 
G20で採択された「海ごみ行動計画」の効果
的な実施に向け、適正な廃棄物管理や海洋プ
ラスチックごみの回収、イノベーションの展開
など自主的な取組を実施するとともに、科学
的知見の共有や多様な関係者の関わりなど 
G20各国間の協調や、G20以外への展開等

を内容とする「G20海洋プラスチックごみ対策
実施枠組」が支持されています。
　貴重な海洋資源・海洋生態系を守るため、深
刻化する海洋汚染の現状について、各国が認
識を共有し、連携・協力のもとでこの課題に向
き合い、早急に対策を講じていくことが求めら
れています。 

（３）海ごみによる海洋汚染

漁網が絡まる海ガメ
出典：環境省 海洋ごみ学習用教材（小中学生用）

瀬戸内海沿岸に打ち上げられた
ペットボトル
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2015年9月の国連サミットで全会一致で採択。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性
のある社会の実現のため、2030年を年限とする17の国際目標。（その下に、169のターゲット、 
232の指標が決められている。）

持続可能な開発目標（SDGs）

出典：外務省資料

普遍性 先進国を含め、
全ての国が行動

包摂性 人間の安全保障の理念を
反映し「誰一人取り残さない」

参画型 全てのステークホルダーが

役割を

統合性 社会・経済・環境に
統合的に取り組む

透明性 定期的にフォローアップ

●2001年に国連で専門家間の議論を経て策定。2000年に採択された「国連ミレニアム
　宣言」と、1990年代の主要な国際会議で採択された国際開発目標を統合したもの。

●発展途上国向けの開発目標として、2015年を期限とする8つの目標を設定。
　（①貧困・飢餓、②初等教育、③女性、④乳幼児、⑤妊産婦、⑥疾病、⑦環境、⑧連帯）

前身：ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals: MDGs）
環境

人権

平和

MDGsは一定の成果を達成。一方で、未達成の課題も残された。

極度の貧困半減（目標①）やHIV・マラリア対策（同⑥）等を達成。

幼児や妊産婦の死亡率削減（同④、⑤）は未達成。サブサハラアフリカ等で達成に遅れ。

目標1（貧困）

目標2（飢餓）

目標3（保健）

目標4（教育）

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する。

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する。

【参考】持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の詳細

1 貧困

7 エネルギー

13 気候変動

2 飢餓

8 成長・雇用

14 海洋資源

3 保健

9 イノベーション

15 陸上資源

4 教育

10 不平等

16 平和

5 ジェンダー

11 都市

17 実施手段

6 水・衛生

12 生産・消費
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　我が国は、本格的な少子高齢化・人口減少

社会を迎えています。

　国立社会保障・人口問題研究所の「日本の

地域別将来推計人口（平成30（2018）年推

計）」等によると、我が国の将来人口は、毎年の

減少スピードが、2020年代初頭の年50万人

程度から、2040年代頃には年90万人程度に

加速し、総人口は、令和22（2040）年は1億 

1,092万人、令和42（2060）年には9,284万

人にまで落ち込むとされています。特に年少

人口（０～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）

の減少が顕著になる一方、増加する高齢者

人口（65歳以上）は令和24（2042）年にピー

クを迎え、同年の高齢化率は 36.1%と推計さ

れています。 

本県においても同様に人口減少が進み、令

和27（2045）年には約162万人（高度経済

成長期以前と同程度）になると推計されてい

ます。 

（１）人口減少、少子化・高齢化の進行

国内の現状と課題2

～変化する社会情勢や今日的な課題、環境政策の方向性～ 

岡山県の人口推移（1920～2045年）

出典：岡山県資料 

環境政策を強化する各国政府の動きととも

に、企業・事業所では、より環境負荷の少ない製

品の開発やESG投資*の拡大など、環境を重視

した企業経営や事業展開へのシフトが活発に

なってきており、また、消費行動においても、そ

うした商品やサービス、企業の取組を評価し、

積極的に選択する傾向が高まりつつあります。

　世界経済フォーラム*の令和２（2020）年１月

の年次総会で発表された「グローバルリスク

報告書2020」においても、同年の発生可能性

が高いリスクや負の影響が大きいリスクとし

て、「気候変動」や「異常気象」、「生物多様性の

喪失」などが挙げられており、関心の高さがう

かがえるところです。

～環境に配慮した企業活動への関心の高まり～ 

出典：外務省資料

　令和元（2019）年12月に中国で確認さ

れた新型コロナウイルス感染症は、その

後、ヨーロッパなど世界各国に広がり、令

和２（ 2 0 2 0 ）年１月 、世 界 保 健 機 関

（WHO）は「緊急事態」を宣言し、これを受

け、各国は都市封鎖や国境閉鎖など感染

拡大防止の対策を強化するなど、人々の

日常生活や経済活動は大幅に制限される

事態となりました。 

　各国・地域によって状況や対応が異な

る面はあるものの、全体として、現在（令

和３（2021）年２月）まで感染者数は増減

を繰り返しています。 

　日本も同様に、令和２（2020）年１月に

最初の患者が報告されて以降、未だ収束

が見通せない現状の中、人々の間には感

染防止対策を講じた「新しい生活様式」の

普及・定着が図られつつあり、行政全般に

おいても、施策の検討や事業の進め方な

ど、社会の大きな変化を踏まえた見直し

や工夫が必要となっています。 

　環境保全の取組も、本計画に掲げる目

標や、個々の取組の進め方・実施手法等

について、逐次変化する状況を踏まえな

がら、現実に即し、柔軟に運用していくこ

とが求められています。 

感染症の発生・拡大への対応

T O P I C S

目標5（ジェンダー）

目標6（水・衛生）

目標7（エネルギー）

目標8（経済成長と雇用）

目標9（インフラ、産業化、イノベーション）

目標10（不平等）

目標11（持続可能な都市）

目標12（持続可能な生産と消費）

目標13（気候変動）

目標14（海洋資源）

目標15（陸上資源）

目標16（平和）

目標17（実施手段）

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う。

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する。

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある

人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する。

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及び

イノベーションの推進を図る。

各国内及び各国間の不平等を是正する。

包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する。

持続可能な生産消費形態を確保する。

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、

ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを

提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する。



農山漁村
自立分散型社会

（地域資源【自然・物質・人材・資金】の循環）
地産地消、再生エネルギー導入等

都市
自立分散型社会

（地域資源【自然・物質・人材・資金】の循環）
地産地消、再生エネルギー導入等

●エコツーリズム等、自然保全活動への参加

●地域産品の消費

●社会経済的な仕組みを通じた支援

●地域ファンドなどへの投資 等

都市から
資金・人材
などの提供

●食糧、水、木材

●自然エネルギー

●水質浄化、自然災害の防止 等

農山漁村から
自然資源・

生態系サービス

森

里

海

川
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　人口の減少に加え、人口の地域的な偏在も

課題となっています。

　とりわけ農村部などの中山間地域*では、都

市部への若年層の流出によって地域の担い手

が減少し、地域コミュニティの維持・存続と

いった社会的な課題とともに、地域の環境保

全の面でも深刻な影響を与えています。 

　例えば、農林業の担い手の減少により、荒

廃農地*（耕作放棄地）の増加や森林の荒廃が

進む、里地・里山*などの豊かな自然が失われ

て生物多様性の低下・損失を招く、増加する空

き家が景観を損ねるとともに処分されないま

ま廃棄物として放置される、など懸念されると

ころです。 

　こうした人口の減少や地域偏在に歯止めを

かける対策を進めると同時に、既に起きてい

る環境への影響を踏まえ、その改善・回復に向

けた取組を進めることが急務となっています。 

（２）人口の偏在と地域の担い手の減少

　国では、環境保全に関する条約や国際的な方針等を踏まえ、環境政策に関する法律や計画等を

定めており、地方自治体の取組も含め、各種施策を進める上での基礎となっています。 

　国の環境基本計画では、環境基本法や累次

の計画と同様に、「持続可能な社会」を基本的

な方向性として示しており、第５次計画で目指

すべき「持続可能な社会」の姿として、次のよ

うに記述しています。 

　そして、この「持続可能な社会」の構築にあ

たり、今後の環境政策が果たすべき役割は、経

済社会システムやライフスタイル、技術といっ

たあらゆる観点からイノベーションを創出する

こと、また、深刻化・複合化する環境・経済・社

会の諸課題の同時解決を実現すること、と整

理しています。 

また、各々の地域が持続可能であることの

重要性から、重点戦略の一つに「地域資源を

活用した持続可能な地域づくり」を据え、「地

域循環共生圏」の創造を目指すこととしてい

ます。 

（４）国の方針・計画

（３）頻発する大規模な豪雨災害

20 21

＜環境政策の方向性＞

●環境基本計画（第５次計画、平成30（2018）年４月）

国内の現状と課題2

平成30年７月豪雨への影響（気象庁報道発表資料抜粋）

　近年、世界各地で、大雨による洪水や干ばつ

などの自然災害が毎年のように起きており、国

内でも、豪雨による災害が頻発しています。

　気象庁は、こうした災害について、「背景に

ある地球温暖化の影響を考慮する必要があ

る」としており、過去の観測データの解析から、

次のように述べています。

・１日の降水量が200ミリ以上という大雨を

観測した日数は、増減を繰り返しながらも長

期的には明瞭な増加傾向を示している。

・“滝のように降る”１時間あたり50ミリ以上

の短時間の強い雨の頻度が長期的な増加

傾向にあるなど、雨の降り方に変化が見ら

れる。 

　また、こうした極端な気象・気候現象は、今

後地球温暖化が進行すればさらに増加してい

くと予測されている、とも記しています。 

　環境保全の取組を含む様々な行政施策にお

いては、こうした気象・気候の変化を認識し、

大規模災害のリスクや備えを念頭に進めてい

く必要性が高まっていると言えます。 

　気象庁は、平成30（2018）年８月10日に公

表した「『平成30年７月豪雨』及び７月中旬以

降の記録的な高温の特徴と要因について」の

中で、平成30年７月豪雨に関し、次のように述

べています。 

・西日本から東海地方を中心に広い範囲で数

日間大雨が続き、その総雨量は1982年以

降の豪雨災害時の雨量と比べて極めて大き

いものとなりました。

・７月５日から８日にかけては、西日本付近に

停滞した梅雨前線に向けて、極めて多量の

水蒸気が流れ込み続けるとともに、局地的

には線状降水帯が形成されました。

・この広域で持続的な大雨をもたらした要因

は、梅雨前線が、非常に発達したオホーツク

海高気圧と日本の南東に張り出した太平洋

高気圧との間に停滞したことです。それぞれ

の 高 気 圧 の 強まりには 上 層 の 寒 帯 前 線

ジェット気流及び亜熱帯ジェット気流の大き

な蛇行が持続したことが影響しました。

・なお、今回の豪雨には、地球温暖化に伴う水蒸

気量の増加の寄与もあったと考えられます。

　各地域が、その特性を活かした強みを発揮し、地域ごとに異なる資源が循環する自立・

分散型の社会を形成しつつ、それぞれの地域の特性に応じて近隣地域等と共生・対流し、

より広域的なネットワーク（自然的なつながり・経済的なつながり）を構築していくことで、

新たなバリューチェーンを生み出し、地域資源を補完し支え合いながら、農山漁村も都市

も活かしていくもの。 

地域循環共生圏

　経済成長を続けつつ、環境への負荷を最小限にとどめ、健全な物質・生命の「循環」を実

現するとともに、健全な生態系を維持・回復し、自然と人間との「共生」や地域間の「共生」

を図り、これらの取組を含め「低炭素」をも実現する循環共生型の社会。 

「持続可能な社会」の姿

平成30年7月豪雨

出典：環境省資料より岡山県作成
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国内の排出削減・吸収量の確保により、2030年度において、

2013年度比26.0％減（2005年度比25.4％減）の水準にすることとする。

　循環型社会の形成に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るため、循環型社会形

成推進基本法に基づいて定められている計

画で、概ね５年ごとに見直しが行われており、

平成30（2018）年６月19日に第４次となる循

環型社会形成推進基本計画が閣議決定され

ました。 

 この計画では、環境的側面、経済的側面及び

社会的側面の統合的向上を掲げた上で、重要

な方向性として、「地域循環共生圏形成による

地域活性化」「ライフサイクル全体での徹底的

な資源循環」「適正処理の更なる推進と環境再

生」などを掲げ、その実現に向けて概ね令和７

（2025）年までに国が講ずべき施策が示され

ています。

～レジ袋の有料化～

　また、プラスチックの過剰な使用の抑制を進

める取組の一環として、プラスチック製買物袋

の有料化を通じて消費者のライフスタイルの

変革を促すため、消費者が商品の持ち運びに

用いるためのプラスチック製買物袋（いわゆる

レジ袋）の有料化が、令和２（2020）年７月１日

から全国一律でスタートしました。

●循環型社会*形成推進基本計画（第４次計画、平成30（2018）年６月閣議決定）

22 23

～「地球温暖化対策計画」抜粋～我が国の温室効果ガス削減目標 
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単
位

　百
万
ト
ン

4.6

24
６6

96

131

130

207

503

32

56

102

170

220

244 238

463

208

106

49

29

3.5

224

467

3.0 百万トン〈△15.4%〉

（△34.7%）

29百万トン〈△2.1%〉

（△9.0%）

４5百万トン〈△7.4%〉

（△20.1%）

90百万トン〈△15.4%〉

（△12.3%）

159百万トン〈△23.7%〉

（△7.0%）

192百万トン〈△19.2%〉

（△12.9%）

207百万トン〈△7.7%〉

（△15.3%）

386百万トン〈△16.5%〉

（△17.3%）

その他（間接CO₂等）

廃棄物（焼却等）

工業プロセス及び製品の使用

エネルギー転換部門（電気熱配分統計誤差除く）

産業部門（工場等）

運輸部門（自動車等）

家庭部門

業務その他部門
（商業・サービス・事業所等）

（2005年度比）

〈2013年度比〉

6.7

CO₂の部門別排出量（電気・熱配分後）の推移

出典：環境省 2019年度（令和元年度）の温室効果ガス排出量（速報値）についてより岡山県作成

　IPCC第５次報告書を踏まえた国連の取組

（「パリ協定」）を踏まえ、我が国としての「地球

温暖化対策計画（平成28（2016）年５月）」及

び「気候変動適応計画（平成30（2018）年11 

月）」が策定されました。これは、気候変動対策

を進めていく上で、「緩和*」策と「適応*」策は車

の両輪である、との考えのもと、「地球温暖化

対策の推進に関する法律（平成10（1998）

年）」及び「気候変動適応法（平成30（2018）

年）」が制定され、それぞれの法律に基づく２つ

の計画を礎に、気候変動対策を着実に進めて

いく、とされているものです。 

　「地球温暖化対策計画」では、我が国の温室

効果ガス*削減目標と目標達成のための施策

が、また「気候変動適応計画」では、農業や健

康、自然災害、都市インフラなど分野ごとの基

本的な施策が、それぞれ示されています。 

　これらの法令や計画については、今後、脱炭

素社会*の実現に向けた改正や見直しが行わ

れる見通しとなっています。 

●地球温暖化対策計画と気候変動適応計画

国内の現状と課題2

MY
BAG

緩和 適応
●省エネ家電の導入

●太陽光発電の導入

●徒歩、自転車、公共交通機関の利用

●CO2の回収、貯留 など

●高温耐性品種の導入

●堤防や洪水調整施設の整備

●災害リスクの評価、ハザードマップの確認

●熱中症予防や対処法の普及啓発 など

「緩和」と「適応」はまさに車の両輪



ペット

マイクロ
ビーズの
使用抑制

漁業者と
連携し
海底ごみの
処理

漂着ごみの
処理

3Rの推進で
ごみを減量
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国内の現状と課題2

●海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針
（令和元（2019）年５月変更閣議決定）

　海岸漂着物等が海洋環境に深刻な影響を

及ぼし、海洋ごみ対策に係る国際連携・協力の

必要性が高まっていること等を踏まえ、平成

30（2018）年６月に海岸漂着物処理推進法が

改正されました。 

　これを受け、海岸漂着物対策を総合的かつ

効果的に推進するための基本的な方針につい

ても変更され、次の事項が追加されています。 

・海岸漂着物等の円滑な処理のため、内陸域

から沿岸域までの流域圏で関係主体が一体

となった対策を実施すること、漂流ごみや海

底ごみについて、漁業者等の協力を得なが

ら処理を推進すること

・海岸漂着物等の効果的な発生抑制のため、

使い捨てのプラスチック製容器包装のリ

デュースなどによる廃プラスチック類の排

出抑制、効果的・効率的で持続可能なリサイ

クル、生分解性プラスチック*・再生材の利用

の推進等を図ること

・マイクロプラスチックの海域への排出抑制

を図るため、事業者による洗い流しスクラブ

製品*に含まれるマイクロビーズ*の使用抑

制、国による実態把握を推進すること

・多様な主体の連携を図るほか、国際連携の

確保や国際協力の推進のため、途上国の発

生抑制対策の支援、地球規模のモニタリン

グ・研究ネットワークの構築などを行ってい

くこと

●生物多様性国家戦略（「2012-2020」、平成24（2012）年９月閣議決定）

　この戦略は、生物多様性条約及び生物多様

性基本法に基づく、生物多様性の保全及び持

続可能な利用に関する国の基本的な計画で

す。わが国では、平成７（1995）年に最初の生

物多様性国家戦略を策定し、これまでに４度の

見直しが行われました。 

　現行の戦略は、平成24（2012）年に策定さ

れたもので、平成22（2010）年10月に開催さ

れた 生 物 多 様 性 条 約 第 1 0 回 締 約 国 会 議

（COP10）で採択された愛知目標の達成に向

けた我が国のロードマップを示すとともに、平

成23（2011）年３月に発生した東日本大震災

を踏まえた今後の自然共生社会のあり方を示

すため、「生物多様性国家戦略2012-2020」

として閣議決定されました。 

　この戦略のポイントは次のとおりです。

・愛知目標の達成に向けた我が国のロード

マップを提示

・令和２（2020）年度までに重点的に取り組む

べき施策の方向性として、次の「５つの基本

戦略」を設定

１.生物多様性を社会に浸透させる

２.地域における人と自然の関係を

　見直し・再構築する

３.森・里・川・海のつながりを確保する

４.地球規模の視野を持って行動する

５.科学的基盤を強化し、

　政策に結びつける

・今後５年間の政府の行動計画として約700

の具体的施策を記載 

森林、里地里山、河川、湿原、

干潟、サンゴ礁など、いろいろ

なタイプの自然があります。

動植物から細菌などの微生物

にいたるまで、いろいろな生き

ものがいます。

同じ種でも異なる遺伝子を持

つことにより、形や模様、生態

などに多様な個性があります。

生物多様性

生態系の多様性 種の多様性 遺伝子の多様性

MILK

供給サービス 調整サービス

生息・生育地サービス 文化的サービス

食・衣服・衣料品などの供給 受粉・水質浄化など

生きものがうみだす大気や水などの提供 景観・観光・祭り・芸術などへの影響

生物多様性が私たちにもたらす恵み ～生態系サービス～

私たちの暮らしは、水や食料、安定した気候、芸術へのインスピレーションなど、多様な生物による

生態系によって支えられており、これらの恵みを「生態系サービス」と呼んでいます。

出典：環境省HP「自然の恵みの価値を計る─生物多様性と生態系サービスの経済的価値の評価─」より岡山県作成



　気候変動対策・地球温暖化対策が喫緊
の課題となる中、2050年の脱炭素社会
の実現に向けた世界的な気運の高まりを
受け、我が国においても、国の方針や政

策が明確に示され、関連する法律や計画
の見直しが議論されるなど、脱炭素社会
実現に向けた具体的な動きが活発になっ
ています。 

●令和２（2020）年10月　国会 首相の所信表明演説（グリーン社会の実現）※抜粋・要約

「成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げて、グリーン社会の実現に最大限注力」 
「我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち

2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言」 
「脱炭素社会の実現に向けて、国と地方で検討を行う新たな場を創設するなど、総力を

挙げて取り組む」

●令和２（2020）年12月

・成長戦略の実行計画の取りまとめ（令和２（2020）年12月１日）
　第３章に「2050年カーボンニュートラルに向けたグリーン成長戦略」について記述 

・グリーン成長戦略の策定（令和２（2020）年12月25日）
　2050年カーボンニュートラルへの挑戦を「環境と経済の好循環」に
　つなげるための産業戦略 

・国･地方脱炭素実現会議の立上げ（第１回会議：令和２（2020）年12月25日）
　地域における2050年脱炭素社会の実現に向けたロードマップ及び
　それを実現するための関係府省・自治体等の連携の在り方等について検討し、
　議論の取りまとめを行うことを目的に開催 

●令和３（2021）年１月　国会 首相の施政方針演説（グリーン社会の実現）※抜粋・要約

「もはや環境対策は経済の制約ではなく、社会経済を大きく変革し、投資を促し、
生産性を向上させ、産業構造の大転換と力強い成長を生み出す、その鍵となるもの」 

「野心的イノベーションに挑戦する企業を、腰を据えて支援することで、最先端技術の
開発・実用化を加速」 

「2035年までに、新車販売で電動車100％を実現」 
「世界に先駆けて、脱炭素社会を実現」 

・併せて、具体的な対策実施のための予算案を提示

●今後～関連する計画等の見直しの動き～

・地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化対策推進法）の一部改正
　地球温暖化対策計画の見直し
・エネルギー基本計画の見直し  

脱炭素社会の実現に向けた国の動き
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国内の現状と課題2

●瀬戸内海環境保全基本計画（平成27（2015）年２月変更閣議決定）

　この計画は、瀬戸内海環境保全特別措置法
に基づき政府が策定する、瀬戸内海の環境の
保全に関する基本的な計画で、当初計画は昭
和 5 3（1 9 7 8）年に閣 議 決 定され 、平 成６

（1994）年と平成12（2000）年に変更が行わ
れました。 
　現行の計画は、平成27（2015）年に閣議決
定されたもので、これまでの計画では、「水質
の保全」と「自然景観の保全」の二つを目標と
していましたが、湾・灘ごとや季節ごとの課題
に対応し、多面的価値・機能が最大限に発揮さ
れた『豊かな瀬戸内海』を目指すという観点か
ら、次のような大幅な変更が行われました。

・生物多様性の観点から、藻場・干潟*等の保
全を含んだ「沿岸域の環境の保全、再生及
び創出」を新たに目標立て

・水質保全に関して、水質汚濁防止のための
保全に加え、地域性や季節性に合った水質
の管理が重要であるため、水質保全の目標
に「管理」の観点を追加

・生物多様性の観点からも、水産資源が、生
態系の構成要素であり、限りあるものであ
るため、「水産資源の持続的な利用の確保」
を新たに目標立て

・計画の適切な進捗管理のため、計画の期間
を設け、施策の進捗状況について点検を行
うことを明確化 

＜国の動き＞ 

＜関連する国の方針等＞

　また、国においては、デジタル化に係る技術
革新を背景に、IoT*やAI*を活用し、経済発展
と環境問題を含む様々な社会的課題の解決の
両立を図る、新たな社会システム（「Society
5.0*」）の構築を目指す考えを打ち出している
ほか、令和３（2021）年度にはデジタル庁の新
設を予定しています。

加速するデジタル化の流れや、感染症対策
としての新たな生活様式への移行など、社会
全体のあり方が大きく変わろうとする中、環境
保全に関する施策の検討や具体的な取組の
推進においても、こうした大きな変化を適切
に捉え、それと連動させて考えていくことが肝
要です。 
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　 国 の「 地 球 温 暖 化 対 策 計 画（ 平 成 2 8

（2016）年５月）」を踏まえ、県においても「岡山

県地球温暖化防止行動計画*」の見直しを行

い、平成29（2017）年３月に改定しました。 

　改定後の計画では、県内の温室効果ガス排

出量について、計画の目標年次である令和12

（2030）年度に平成25（2013）年度比で

17.7%削減する目標を掲げています。 

　目標達成に向け、太陽光発電をはじめとす

る新エネルギー*の導入促進や、クールビズ*・

ウォームビズ*、クールチョイス*など行動変容

を促す運動やキャンペーン、機器導入支援等

による省エネ型ライフスタイルの普及・定着、

環境学習等を通じた意識の醸成、森林の保護

による吸収源*対策などに取り組んできたとこ

ろです。 

　これらにより、県内のエネルギー消費量は、

一部の部門を除き目標を超えて削減が図ら

れ、また、電気自動車等の普及台数や、アース

キーパーメンバーシップ*やエコドライブ*など

を通じて環境保全に参加する人が順調に増

加・拡大するなど、成果が得られています。

　しかし、温室効果ガス排出量・エネルギー消

費量の削減については、業種（部門）によって

困難さが異なったり、新エネルギーの導入にお

いては、固定価格買取制度*改正などの影響

等もあって伸び悩んだりと、課題のある取組も

みられます。 

　一方で、大規模な自然災害の頻発など深刻

化する気 候 変 動の影 響も背 景に、令 和 3 2

（2050）年に温室効果ガス排出ゼロを目指そ

うとする動きが加速し、「ゼロカーボン宣言*」

を行う自治体が全国に広まる中、本県も、令和

２（2020）年７月、表明しました。 

　今後は、これら国内外の情勢や潮流を捉え

るとともに、これまでの取組の状況を踏まえな

がら、より効果的な施策展開を図っていく必要

があります。特に、温室効果ガス排出量の削減

では、本県の産業構造を勘案したアプローチ

が求められ、また、新エネルギーの導入促進に

おいては、地域特性に応じたポテンシャルの見

極めや自家消費型・地域循環型の利用へのシ

フトなど、個々の事案に応じた検討が求められ

ます。 

　また、こうした、温暖化に歯止めをかける

「緩和」策とともに、気候変動の影響による被

害を回避・軽減する「適応」策についても並行

して進めていかなければなりません。

　県民や事業者等のすべての主体が、気候変

動や地球温暖化の問題を自分ごととして捉

え、危機感を共有しながら取り組むことが重要

です。  

（１）地域から取り組む地球環境の保全

県内の現状と課題3

県内の現状と課題3

～これまでの取組の成果と課題～ 

国の温室効果ガス排出量（単位：百万 t-CO₂） 国の部門別温室効果ガス排出割合

※端数処理の関係で合計・比率等の計算が合わない場合がある。

二
酸
化
炭
素

区　分

産業部門

民生部門

家庭

３,２67

793

430

業務その他

運輸部門

エネルギー転換

工業プロセス

廃棄物部門

計

363

４4５

456

136

99

5,196

メタン等

合　計

119

5,315

2,727

601

301

300

418

497

120

53

4,416

142

4,558

△16.5%

△24.2%

△29.9%

△17.4%

△6.2%

9.1%

△11.5%

△46.６％

△１5.0％

19.4％

△14.2%

59.8%

13.2%

6.6%

6.6%

9.2%

10.9%

2.6%

１.2％

96.9％

3.1％

100.0%

基準年度
平成 25年度

（2013年度）

〈速報値〉
平成 30年度

（2018年度）

構成

割合

基準

年度比

増減率

産業

59.8%

家庭 6.6%

業務その他 6.6%

運輸

9.2%

エネルギー転換

10.9%

工業プロセス

2.6%

廃棄物 1.2%

メタン等 3.1%

産業

32.1%

家庭

13.4%業務その他

15.8%

運輸

16.9%

エネルギー転換

7.2%

工業プロセス

3.7%

廃棄物 2.3%

その他（間接CO₂等）0.2%

メタン等

8.3%

※端数処理の関係で合計・比率等の計算が合わない場合がある。

二
酸
化
炭
素

区　分

産業部門

民生部門

家庭

463

208

業務その他

運輸部門

エネルギー転換

工業プロセス

廃棄物部門

その他（関接CO₂等）

２38

224

103

48.8

29.4

３.５

計

メタン等

1,317

93

398

166

196

210

89.4

46.4

29.0

3.1

1,138

1,240

103

△14.0%

△20.3%

△17.6%

△6.2%

△4.9%

△1.5％

△11.5％

△13.6％

△12.0%

32.1%

13.4%

15.8%

16.9%

7.2%

3.7%

2.3％

0.2％

91.7％

8.3%

合　計 1,410 100.0%

基準年度
平成 25年度

(2013 年度）

平成 30年度

（2018年度）

構成

割合

基準

年度比

増減率

岡山県の温室効果ガス排出量（単位：万 t-CO₂） 岡山県の部門別温室効果ガス排出割合

エコ
ドライブ

クー
ルチョイス 自転

車の利用

吸収
源対策

ク

ー
ル
ビズ
・ウォーム

ビ

ズ 新
エネ
ルギーの活用
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～住民理解のもとでの安全・安心な開発等～ 

　環境問題の未然防止や解決などのために

は、事業者と地域住民が、環境負荷やその低

減に関する情報を共有し、対話を行うことによ

りお互いの理解を深めていくことが重要であ

り、「環境コミュニケーション*」の推進に取り組

んでいるところです。     

　こうした観点にも立った本県独自の取組と

して、「太陽光発電施設の安全な導入を促進す

る条例」を制定し、令和元（2019）年10月に施

行しました。 

　再生可能エネルギー*である太陽光発電の

導入拡大は、気候変動対策の有効策の一つで

すが、一方で、導入に当たっては、安全性の確

保や環境保全の面での懸念も指摘されるとこ

ろです。こうしたことを踏まえ、条例では、事業

者に対し、計画作成の初期段階から地域住民

への十分な情報提供を行うことなどを求めて

おり、県民の不安を解消し、安全で安心な生活

の確保に配慮した太陽光発電の普及・拡大を

図ることを、条例の目的としているものです。 

　本県では、全国に先駆けて制定した岡山県

循環型社会形成推進条例（平成13（2001）

年）に基づき、各種施策を総合的・計画的に推

進しているほか、岡山県廃棄物処理計画*によ

り廃棄物・循環資源*に関する基本方向を定め

るとともに、県民、事業者、処理業者、行政等

の役割を明らかにし、３R*（リデュース・リユー

ス・リサイクル）の推進による循環型社会の形

成に向けた取組を実施しています。 

　特に、産業廃棄物*については、税の賦課に

よる発 生 抑 制 等 の 効 果を期 待し、平 成 1 5

（2003）年に岡山県産業廃棄物処理税*条例

を施行し、その税収を産業廃棄物の３Rの推進

や不法投棄防止等の施策に充てています。 

　また、県民意識の醸成にも力を入れて取り

組んでおり、「おかやま・もったいない運動*」や

「マイバッグ運動*」、食べ残しを減らす「30・

10運動*」など、県独自の広報・啓発活動を積

極的に展開してきたところです。 

　これらの取組の成果として、一般廃棄物*・

産業廃棄物ともに、数値目標である排出抑制・

資源化率*の向上が図られています。 

　さらに、この間の新たな課題への対応とし

て、平成30（2018）年７月に発生した西日本

豪雨災害での経験を教訓に、災害廃棄物*の

処理を円滑に行うための体制づくりに向けた

市町村支援に取り組んできたほか、マイクロ

プラスチックによる海洋汚染が世界的な課題

となる中、本県においても海ごみの問題に県

下 一 丸となって対 応していくため 、令 和２

（2020）年４月、全市町村及び岡山県経済団

体連絡協議会と共同して「おかやま海ごみク

リーンアップ宣言」を行うとともに、同年12月

には、瀬戸内海でつながる広島県、香川県、愛

媛県及び海洋関係事業に深く関わる公益財団

法人日本財団と協定を締結し、関係者が連携・

協力して対策を進めることとしたところです。 

　今後は、これまでの取組をさらに進めるとと

もに、食品ロス*の削減など新たな課題にも重

点的に取り組み、廃棄物の発生抑制や資源の

循環的利用の促進等によって環境負荷を可能

な限り低減する、循環型社会に転換していくこ

とが必要です。 

（２）循環型社会の形成

　大気・水・土壌などの汚染・汚濁は、県民の健

康や生活環境に直接的な影響を及ぼすため、

県では、これら環境の状況を継続的に監視し、

環境基準*の達成状況等を確認しつつ、様々な

施策に反映させています。また、工場等からの

排出ガスや排出水が、法令に基づく排出基準

に適合しているか立入検査などで確認し、必

要に応じて改善指導を行うとともに、自動車排

ガス対策や生活排水*対策などの啓発事業な

どにも取り組んでいるほか、環境放射線*の状

況についても監視を行っています。 

　県内の環境の状況は、大気中の硫黄酸化物*

や窒素酸化物*、主要河川の水質など、環境基

準の達成率がほぼ100％となっているものが

ある一方で、微小粒子状物質（PM2.5）*や光

化学オキシダント*、児島湖や瀬戸内海の水質

など、環境基準の達成率が低いものも未だ

残っています。また、有害物質による土壌汚染

や建築物中のアスベスト*などへの対応や、産

業発展に伴う多様な化学物質の管理、瀬戸内

海の栄養塩*の管理など、新たな課題もみられ

るところです。

　こうした状況も踏まえ、県では、これまで実

施してきた県民・事業者・行政等が連携・協働

した取組に加え、メール配信による大気汚染

情報の即時提供や稲わら等の野焼き*を減ら

すための農業団体と連携した啓発、児島湖の

水質やイメージを改善させるための環境用水*

の導入に向けた取組やテナガエビなどの生物

を利用した水質浄化、民間団体と水産事業関

係者が連携して取り組む瀬戸内海の藻場の再

生など、新たな視点やアイデアも取り入れな

がら対策を進めているところですが、なお一層

の効果的な施策の展開が求められています。

（３）安全な生活環境の確保

県内の現状と課題3
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